
藤枝市優良田園住宅建設計画の認定手続等に関する事務取扱要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成 10年法律第 41

号。以下「法」という。）第４条第１項、第３項、第６項及び第７項の規定によ

る優良田園住宅建設計画の認定等の手続並びに当該認定を受けた優良田園住宅

建設計画に係る建設工事が完了したときの手続について必要な事項を定める。  

（認定の申請）  

第２条  法第４条第１項に規定する認定の申請をする者は、優良田園住宅建設計画

認定申請書（第１号様式）に、次に掲げる図書を添えて提出するものとする。  

⑴  優良田園住宅建設計画（第２号様式）  

⑵  計画区域の位置図（縮尺２５，０００分の１以上）  

⑶  計画区域の区域図（縮尺５，０００分の１以上）  

⑷  計画区域の公図写  

⑸  計画区域の土地登記事項証明書  

⑹  計画区域の全体求積図  

⑺  計画区域の現況写真  

⑻  周辺の土地利用状況図（公共施設の整備状況を含む。）（縮尺２，５００分の

１以上）  

⑼  計画区域内の土地利用計画図（公共施設の整備計画を含む。計画区域に建設

しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含む場合に限る。）（縮尺１，

０００分の１以上）  

⑽  計画区域内に建設予定の住宅の配置図（縮尺５００分の 1以上）  

⑾  計画区域内に建設予定の住宅の平面図（各階）、立面図（２面以上）（縮尺２

００分の１以上）  

⑿  工程表  

⒀  土地所有者の同意書  

⒁  隣接住民説明報告書  

⒂  ５０戸連たん現況図  

⒃  一定規模以上の災害が発生するおそれのある土地を含まない区域であるこ

とが確認できる図面  

⒄  北部エリアにあってはバス停留所等の乗降場所まで、南部エリアにあっては

藤枝市大洲地区交流センターまでの距離が確認できる図面  



⒅  屋根材及び外壁材のマンセル値が確認できる図書  

⒆  その他市長が必要と認める図書  

（建設計画の認定等）  

第３条  法第４条第３項の規定による認定は、優良田園住宅建設計画認定書（第３

号様式）を交付するものとする。  

２  法第４条第１項の規定による認定の申請が、同条第３項に掲げる要件に適合し

ないときは、優良田園住宅建設計画不承認通知書（第４号様式）を交付するもの

とする。  

（建設計画の変更等）  

第４条  法第４条第６項の規定による優良田園住宅建設計画の変更の認定に係る

申請をする者は、第２条に規定する図書を添えて優良田園住宅建設計画変更認定

申請書 (第５号様式 )を提出するものとする。  

２  市長は、前項の申請について変更の認定をするときは、優良田園住宅建設計画

変更認定書（第６号様式。当該申請が法第４条第３項に掲げる要件に適合しない

場合にあっては優良田園住宅建設計画不承認通知書（第７号様式））を交付する

ものとする。  

（完了報告）  

第５条  法第４条第３項の規定による認定及び同条第６項の規定による変更の認

定を受けた者が、当該認定に係る建設工事を完了したときは、速やかに優良田園

住宅建設完了報告書（第８号様式）に、次に掲げる図書を添えて提出するものと

する。  

 (1) 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第７条第５項の規定による検査済証の

写し  

 (2) 優良田園住宅建設完了後の写真  

（手続の特例）  

第６条  この要綱で規定する手続は、電子情報処理組織（藤枝市行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例（平成 18年藤枝市条例第 22号）第３条に規

定するものをいう。）の使用をもって代えることができる。  

附  則  

 この告示は、告示の日から施行する。  

附  則  

（施行期日）  



１  この告示は、公示の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示施行の際、現にこの告示による改正前の藤枝市優良田園住宅建設計画

の認定手続き等に関する事務取扱要綱の規定により作成し、使用された様式は、

この告示による改正後の藤枝市優良田園住宅建設計画の認定手続き等に関する

事務取扱要綱の規定により作成し、使用された様式とみなす。  


